
◎租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法

律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律 
（令和七年一二月五日法律第八一号）（衆）   

一、 提案理由（令和七年一一月二一日・衆議院財務金融委員会） 

○重徳議員 立憲民主党の重徳和彦です。 

 ただいま議題となりました、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、日本共産党、

参政党、日本保守党、社会民主党の七党で共同提出をいたしました租税特別措置法及び

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する

法律案、いわゆるガソリン暫定税率廃止法案につきまして、提出者を代表し、その趣旨

及び概要を御説明申し上げます。 

 そもそも、ガソリンの暫定税率というのは、一九七四年、道路財源を確保するため、

まさに暫定的に上乗せをされたものであります。その後、二〇〇九年には一般財源化さ

れ、課税根拠を喪失したにもかかわらず、今日に至るまで、実に五十年以上にわたり、

国民はその負担を求められてきました。物価高により国民生活が逼迫する中、このよう

な不合理な税負担を放置し続けることは、政治の不作為にほかなりません。 

 昨年十二月十一日には、自民、公明、国民の三党の間で、いわゆるガソリンの暫定税

率は廃止すると明記された合意文書が交わされました。しかしながら、どれだけ質疑を

繰り返しても、具体的な廃止時期は一切示されることなく、ただただ時間が過ぎていく

ばかりでした。 

 こうした状況を打開すべく、本年六月十一日には、今回と同じく、七党でガソリン暫

定税率廃止法案を提出し、衆議院では可決に至ることができました。しかしながら、当

時与党多数の参議院では、与党側から強い抵抗を受け、廃案に追い込まれる結果となり

ました。 

 その後行われた参議院選挙によって、参議院においても与党が少数に転じるという異

例の状況の中で、七月三十日には、与野党六党の国対委員長間で合意がなされ、今年中

のできるだけ早い時期に暫定税率を廃止することが確認されました。本法案は、この合

意を確実なものとするために提出をしたものであります。 

 次に、本法案の概要を御説明申し上げます。 

 第一に、ガソリンの暫定税率について、関連する規定を削除し、廃止いたします。 

 第二に、政府は、ガソリンの暫定税率の廃止が円滑に実施されるようにするため、暫

定税率廃止時におけるガソリンの手持ち在庫については、暫定税率と本則税率との差額

について、必要な補助金の交付を行うこと等により、販売業者等の負担を軽減すること

等の措置を講ずることとしています。 

 第三に、政府は、本法律の施行後直ちに、ガソリンの暫定税率の廃止により、地方公

共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないよう、地方公共団体の減収の全額を補填する

ために必要な措置を講ずることとしています。 



 以上が、本法案の趣旨及び概要であります。 

 この後審議に付される修正案と併せて、本法案の成立に向け、真摯な御議論を賜りま

すよう心からお願いを申し上げ、私の趣旨説明といたします。 

二、 衆議院財務金融委員長報告（令和七年一一月二五日） 

○阿久津幸彦君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、現下の揮発油の価格の高騰から国民生活及び国民経済を守るため、揮発油税

及び地方揮発油税の当分の間税率を廃止すること並びに政府は当分の間税率廃止の円滑

な実施のための財政上又は法制上の措置及び廃止に伴う地方公共団体の減収の全額を補

填するための措置を講ずるものとすること等を定めるものであります。 

 本案は、第二百十八回国会に提出され、継続審査に付されていたものであり、今国会

におきまして、去る十一月二十一日提出者重徳和彦君から趣旨の説明を聴取いたしまし

た。 

 同日、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・

無所属クラブ、公明党及び日本共産党の共同提案により、本案の施行期日を令和七年十

二月三十一日とすること並びに揮発油税及び地方揮発油税の当分の間税率の廃止に伴う

経過措置を講ずること等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしまし

た。 

 次いで、原案及び修正案を一括して質疑を行い、質疑終局後、本案について内閣の意

見を聴取した後、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案及び修正部分を除く原

案はいずれも全会一致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○委員会修正の提案理由（令和七年一一月二一日） 

○田中（健）委員 国民民主党の田中健です。 

 ただいま議題となりました租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関

係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案、いわゆるガソリン暫定税率廃

止法案に対する修正案につきまして、提出者を代表し、その趣旨及び概要を御説明申し

上げます。 

 ガソリンの暫定税率廃止につきましては、七月三十日に交わされた与野党六党の国対

委員長合意に基づき、この間、与野党各会派で協議を重ねてまいりました。今般、その

協議が調いましたので、その結果に基づき、法案の施行期日を修正するとともに、暫定

税率廃止の際のガソリンの円滑な流通の確保等を図るため、本修正案を提出することと

いたしました。 

 以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。 

 第一に、施行期日を令和七年十二月三十一日とすることとしております。 

 第二に、揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う経過措置として、一定



の揮発油の製造者等が揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止時に所持する一定

の揮発油について、所定の手続に基づき、税率の差額分を控除し又は還付する経過措置

を講ずることとしております。 

 第三に、国は、揮発油税及び地方揮発油税の当分の間税率の廃止を踏まえ、軽油引取

税の当分の間税率について、財源の確保、流通への影響、地方財政への配慮等に加え、

運輸事業振興助成交付金の取扱い等の軽油引取税に特有の実務上の課題に適切に対応し

た上で、軽油の卸売価格の抑制を目的として国が交付する補助金に代えて、令和八年四

月一日に廃止するものとし、このために必要な措置を講ずるものとすることとしており

ます。 

 第四に、国は、揮発油税及び地方揮発油税の当分の間税率の廃止並びに軽油引取税の

当分の間税率の廃止のための安定財源の確保については、次の方針に基づき検討を行い、

結論を得るものとすることとしております。 

 その方針とは、まず、徹底した歳出の見直し等の努力による財源の確保を前提としつ

つ、国際競争力の確保、実質賃金の動向等を見極めながら、法人税関係特別措置の見直

し、極めて高い所得に対する負担の見直し等の税制措置を検討し、令和七年末までに結

論を得ることであります。 

 そして、道路及びこれに関連する社会資本の保全の重要性、物価の動向等並びに温室

効果ガスの排出の量の削減等に関する目標との関係にも留意しつつ、安定財源を確保す

るための具体的な方策を引き続き検討し、この法律の公布後おおむね一年を目途に結論

を得ることであります。 

 また、地方の安定財源の確保については、これらの税制措置による地方の増収額を活

用するほか、具体的な方策を引き続き検討し、速やかに結論を得ることであり、その際、

安定財源の確保の完成までの間において、地方の財政運営に支障が生じないよう、地方

財政措置において適切に対応することであります。 

 以上であります。 

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 

三、参議院財政金融委員長報告（令和七年一一月二八日） 

○宮本周司君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財政金融委員会におけ

ます審査の経過及び結果を御報告いたします。 

 本法律案は、現下の揮発油の価格の高騰から国民生活及び国民経済を守るため、揮発

油税及び地方揮発油税の税率の特例を廃止しようとするものであります。 

 なお、衆議院において、施行期日を令和七年十一月一日から令和七年十二月三十一日

とするほか、特例税率の廃止が円滑に実施されるための措置について、流通の混乱を回

避するための油槽所在庫に係る控除及び還付の措置とするとともに、軽油引取税の特例

税率を廃止するために必要な措置を講じる規定の新設、特例税率の廃止のための安定財

源の確保の方針に係る規定の追加等の修正が行われております。 



 委員会におきましては、安定財源の確保に向けた方策、脱炭素の実現との両立に関す

る諸課題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いま

す。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、国民民主党・新緑風会を代表して原田秀一

委員、れいわ新選組を代表して大島九州男委員よりそれぞれ賛成する旨の意見が述べら

れました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定をいたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年一一月二七日） 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 運輸事業振興助成交付金については、安全運行や地球温暖化対策など社会の要請に

応える使途に充当されていることを踏まえ、軽油引取税の「当分の間税率」廃止後も

維持されるよう、法改正を含め必要な措置を講ずること。 

二 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に基づき沖縄県の区域における一般消費者

の生活及び産業経済に及ぼす影響を考慮して講じられている揮発油に係る税負担軽減

措置については、沖縄県の負担や地理的特性を踏まえ、揮発油税及び地方揮発油税の

「当分の間税率」廃止後も、その税負担軽減措置が適切に維持されるよう、政令改正

を含め必要な措置を講ずること。 

  右決議する。 


